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【要旨】 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）により、

平成２９年度に算定した平成２８年度決算に基づく健全化判断比率（「実質赤字比

率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」及び「将来負担比率」の４指標）及

び資金不足比率を、監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。 

 

健全化判断比率及び資金不足比率（以下「健全化判断比率等」という。）とは、

地方公共団体における財政の健全性を示す基準の一つで、地方公共団体の財政状況

を統一的な指標で明らかにし、必要に応じて早期に是正を行うことにより、地方公

共団体の財政破綻などを未然に防ぐことを目的としています。 

なお、比率の算定にあたっては、比率の客観性及び正確性を確保する観点から、

比率を議会に報告する前に監査委員の審査に付すこととされており、「地方公共団

体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに各比率とその算定基

礎事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会

に報告し、かつ公表しなければならない。」とされています。 

また、各指標には財政規模などによって次のとおり基準が定められており、基準

以上となった場合は計画の策定と自主的な改善努力による財政の健全化や、国等の

関与による確実な再生が求められることになります。 

※各指標とも、数値が低い（又は算定されない）ほど、財政状況が健全であること

を示しています。 

 

健全化判断 

比   率 

早期健全化 

基   準 

いずれかが早期健全化基準以上となった場合

は、議会の議決を経て財政健全化計画を定め、

自主的な改善努力による財政健全化が求めら

れます。 

財 政 再 生 

基   準 

いずれかが財政再生基準以上となった場合は、

いわゆる赤字再建団体となり、議会の議決を経

て財政再生計画を定め、国等の関与による確実

な再生が求められます。 

資 金 不 足 

比   率 

経営健全化 

基   準 

経営健全化基準以上となった場合は、議会の議

決を経て経営健全化計画を定め、自主的な改善

努力による経営健全化が求められます。 

 



【算定結果の概要】 

本町における健全化判断比率等は、いずれも基準を下回っており、現時点では適

正な水準にあるといえます。 

なお、算定結果の詳細については、別添の公表資料「平成 28 年度決算に基づく

健全化判断比率及び資金不足比率」のとおりとなっています。 

注）下表(1)(2)の早期(経営)健全化基準及び財政再生基準は、いずれも平成 28 年度決算に対する基準を表示しています。 

 

 

（１）健全化判断比率 

指 標 
四 万 十 町 

早期健全化 

基   準 

財政再生 

基 準 
28 年度決算 27 年度決算 

健

全

化

判

断

比

率 

① 実質赤字比率 ―  

(▲ 5.69) ％ 

―  
(▲ 4.86) ％ 13.57 ％ 20.00 ％ 

② 連結実質赤字比率 ―  

(▲13.22) ％ 

―  
(▲10.16) ％ 18.57 ％ 30.00 ％ 

③ 実質公債費比率 
8.0 ％ 8.3 ％ 25.0  ％ 35.0  ％ 

④ 将来負担比率 ―  

(▲18.3 ) ％ 
―  

(▲ 2.2 ) ％ 350.0  ％  

※1 「①実質赤字比率」及び「②連結実質赤字比率」は赤字がないため、また「④将来負担比率」につ

いては実質的な将来負担額がないため、いずれも「―」で表示しています。 

※2 参考として、黒字比率等を下段（ ）書きに▲で表示しています。 

 

（２）資金不足比率 

指 

標 

公 営 企 業 会 計 名 
四 万 十 町 経営健全化 

基   準 
28 年度決算 27 年度決算 

⑤ 

資
金
不
足
比
率 

水 道 事 業 会 計 ―  ％ ―  ％ 

20.00 ％ 

簡易水道事業特別会計 ―  ％ ―  ％ 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 ―  ％ ―  ％ 

農業集落排水事業特別会計 
―  ％ ―  ％ 

※3 資金不足額がないため「―」で表示しています。 

 


